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「Ⅰ はじめに」

本学は、教養高き人としての知識、情操、態度を育成し、学校教育、社会教育、生涯学

習等の広い教育分野で地域社会に貢献できる人材の養成を行いながら、一方で今日的課題

にも積極的な取り組みを行ってきている。

本学の収入の大部分を占める運営費交付金は、法人化当初より運営の効率化を求める観

点から毎年度削減されており、財政環境は年々厳しさを増してきている。こうした中、平

成１９年度においては、施設整備費補助金で耐震機能改修が認められたことにより、藤森

学舎１号館Ｂ棟及び２号館Ｃ棟並びに附属京都中学校で大規模な改修工事が行われ設備の

充実が図られた。また、特別支援教育の充実と地域社会への貢献を目指し特別支援教育臨

床実践センターが設置された。さらに平成２０年度から連合教職大学院が設置されること

が決定し、それに向けた準備を積極的に行ってきた。特にこの連合教職大学院は、国立大

学と私立大学が連合方式により行う全国初の教職大学院として発足することから、全国的

にも注目される中で、地域社会からの期待に応える人材の養成を目指したいと考える。ま

た、平成１９年６月に「教育職員免許法」が成立し、平成２１年 月より教員免許更新制4
が導入されることとなったが、本学としても平成２１年度からの教員免許更新制における

更新講習に向けて、体制の整備を進めることが緊急の課題であり、それまでに試行を行う

など導入に向けた準備を整える予定である。また、次期中期目標・中期計画に向け、財政

状況等の見直し、附属学校の在り方などを検討し課題整理を行っていく。

「Ⅱ 基本情報」

１．目標

京都教育大学は「教育の総合大学」として学芸についての教育研究水準の向上を図り、

教養高き人としての知識、情操、態度を養うとともに、教育専門職に必要な資質、能力を

有する人材の養成を行うことを社会的使命とする。また、時代・社会の動向を視野に入れ

つつ、教育研究活動を通じて教育に関する諸問題の解決に的確に貢献できるよう努める。

こうした大学としての理念を踏まえ、特に以下の事項について重点的に取組む。

。○ 社会的要請に対応した資質能力の優れた実践的指導力を有する教員の養成に努める

○ 京都府・京都市教育委員会等との連携を深め、現職教員の研修に不可欠の機関とし

て機能することを目指すとともに、地域の小中学校等への支援活動や高大連携事業な

どを積極的に推進する。

○ 教育大学としての特色を生かして、大学開放事業等による社会貢献活動や「大学コ

ンソーシアム京都」を通じた他大学との連携協力を積極的に進めるとともに、アジア

地域を中心に国際交流活動を活発化させる。

○ 教育大学としての実績を踏まえつつ、教育研究の一層の充実と基盤強化を図る観点

から、大学の再編・統合について、検討を行う。

２．業務内容

本学は、京都における教育の総合大学として、教科指導力、個別指導力及び課外活
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動指導力を大学で育てる「三大指導力」と位置づけ、それらを兼ね備えた教育の専門

家と呼ばれるにふさわしい人材の養成、並びに、中等教育以降の教育に携わる人材の

養成を行っている。

また、地域と連携し、現職にある教員に対しての再教育、研修、研究の場を設ける

など、開かれた大学として教育の力量向上に貢献する業務を行っている。

３．沿革

明治 ９年５月 京都府師範学校授業開始・創立。

明治１９年４月 京都青年師範学校設立。

昭和２４年５月 昭和２４年法律第１５０号国立学校設置法により、京都師範学校、京

都青年師範学校を包括して、京都学芸大学として設立。

昭和２６年３月 京都学芸大学に包括されていた京都師範学校、京都青年師範学校が、

廃止され、附属小学校・中学校及び幼稚園を設置。

昭和４０年４月 附属高等学校設置。

昭和４１年４月 国立学校設置法の一部を改正する法律(昭和４１年法律第４８号)によ

り、京都学芸大学は京都教育大学に、学芸学部は教育学部に、学芸専

攻科は教育専攻科に、それぞれ改めた。

昭和４４年４月 附属養護学校設置。

昭和４９年４月 特殊教育特別専攻科設置。

昭和６３年４月 総合科学課程設置。

平成 ２年４月 大学院教育学研究科(修士課程)設置。

平成 ９年４月 小学校教員養成課程、中学校教員養成課程、養護学校教員養成課程、

幼稚園教員養成課程、特別教科(理科 )(美術 ･工芸)(保健体育)教員養

成課程、総合科学課程を、初等教育教員養成課程、中学校教員養成課

程、養護学校教員養成課程、総合科学課程に統合改組。

平成１２年４月 初等教育教員養成課程、中学校教員養成課程、養護学校教員養成課程

を学校教育教員養成課程に統合改組。

平成１６年４月 国立大学法人京都教育大学設置。

平成１８年４月 総合科学課程を学校教育教員養成課程に統合改組。

平成１９年４月 附属養護学校を附属特別支援学校に、特殊教育特別専攻科を特別支援

教育特別専攻科に改称した。

平成１９年７月 附属特別支援教育臨床実践センター設置。

４．設立根拠法

国立大学法人法（平成15年法律第112号）

５．主務大臣（主務省所管局課）

文部科学大臣（文部科学省高等教育局国立大学法人支援課）
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６．組織図

国立大学法人京都教育大学

役員会 教育学部

事務局

監事 大学院教育学研究科

総務課

経営協議会 特別支援教育特別専攻科

企画広報課

教育研評議会 附属図書館

会計課

学長選考会議 附属教育実践総合センター

施設課

法人室 附属環境教育実践センター

企画調整室 教務課

教学支援室 附属特別支援教育臨床実践センター

大学評価室 学生課

情報化推進室 情報処理センター

入試課

各法人委員会 保健管理センター

内部監査室 附属学校部

７．所在地

京都府京都市

８．資本金の状況

３５ ５０９ ３８８ ６４２円（全額 政府出資）, , ,

９．学生の状況

総学生数 ４，３５９人

学士課程 １，５３０人

修士課程 １７９人

特別支援教育特別専攻科生 ２９人

附属京都小学校 ５７５人

附属桃山小学校 ４４９人

附属京都中学校 ３８４人

附属桃山中学校 ４０８人

附属高等学校 ６０２人

附属特別支援学校 ６６人

附属幼稚園 １３７人
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１０．役員の状況

役職 氏名 任期 経歴

学長 寺田 光世 平成１７年４月１日 昭和６０年 ４月 京都教育大学教育学部教授

～ 昭和６２年 ９月 同 附属桃山中学校長

平成１５年 ４月 同 附属図書館長

平成１７年 ４月 同 学長

理事 武蔵野 實 平成１７年４月１日 平成 ４年 ４月 京都教育大学教育学部教授

(総務・企画担当) ～ 平成１３年 ４月 同 附属高等学校長

平成１７年 ４月 同 副学長

理事 丹後 弘司 平成１７年４月１日 平成 ３年 ４月 京都教育大学教育学部教授

（ 教 務 ・ 学 生 指 導 ～ 平成 ６年 ４月 同 附属京都小学校長

担当） 平成１７年 ４月 同 副学長

理事 菊川 治 平成１６年４月１日 昭和３７年 ４月 文部省 採用

労務・財務担当 ～ 昭和６３年 ６月 同 初等中等教育局小学校課長（ ）

平成１９年１２月３１日 平成 ６年 ４月 東京医科歯科大学事務局長

平成 ８年 ７月 日本体育･学校健康ｾﾝﾀｰ監事

平成 ９年 ６月 日本体育･学校健康ｾﾝﾀｰ理事

平成１２年 ４月 早稲田大学参与

(研究推進部事務部長)

平成１５年 ４月 年ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟｻｯｶｰ大会日本2002
組織委員会総務局長

平成１６年 ４月 国立大学法人京都教育大学理事

下林 正実 平成２０年１月１日 昭和４７年 ３月 豊田工業高等専門学校 採用

～ 平成１３年 ４月 文部科学省大臣官房会計課

総括予算班主査

平成１４年 ８月 文部科学省大臣官房会計課

国立学校特別会計第一予算班主査

平成１５年 ４月 岐阜大学経理部長

平成１６年 ４月 岐阜大学財務部長

平成１６年１０月 文部科学省大臣官房会計課

課長補佐

平成１７年 ４月 文部科学省大臣官房会計課

予算企画調整官

平成１８年 ９月 独立行政法人国立大学財務・経営

センター総務部長

平成２０年 １月 国立大学法人京都教育大学理事

監 事 高木 秀明 平成１６年４月１日 昭和５９年１１月 京都大学教育学部教授

～ 平成 ６年 ４月 同 教育学部長

平成１１年 ４月 光華女子大学長

平成１５年 ４月 学校法人光華女子学園 理事

監 事 松枝 尚哉 平成１７年９月１日 平成 元年 ４月 松枝法律事務所 開設

～

１１．教職員の状況

教員 ５９８人（うち常勤２８５人、非常勤３１３人）
職員 １５７人（うち常勤 ８６人、非常勤７１人）
（常勤教職員の状況）

常勤教職員は前年度比で４人（ ％）増加しており、平均年齢は４５歳（前年度1.09
４５歳）となっている。このうち、国立大学法人からの出向者は５人、独立行政法人
からの出向者は１人である。



- 5 -

「Ⅲ 財務諸表の概要」

（勘定科目の説明については、別紙「財務諸表の科目」を参照願います ）。

１． （単位：百万円）貸借対照表

資産の部 金額 負債の部 金額

３ ６ ， ８ ２ ６ １ ， ３ ５ １固定資産 固定負債
３ ６ ， ７ ５ １ １ ， ２ ２ ６有形固定資産 資産見返負債
２ ８ ， ２ ６ ２ －土地 センター債務負担金

－ －減損損失累計額 長期借入金等
８ ， ３ ５ ８ －建物 引当金

△２，１ ３ ８ －減価償却累計額等 退職給付引当金
１ ， ６ １ ７ －構築物 その他の引当金
△５８７ １ ２ ５減価償却累計額等 その他の固定負債

５ ４ ７ ２ ， ２ ０ ５工具器具備品 流動負債
△２７１ ２ ９ ９減価償却累計額等 運営費交付金債務

９ ６ ３ １ ， ９ ０ ６その他の有形固定資産 その他の流動負債
７ ５その他の固定資産

３ ， ５ ５ ６負債合計
２ ， ３ ９ ２流動資産

現金及び預金 純資産の部 金額２ ， ３ ４ ７

４ ５その他の流動資産
３ ５ ， ５ ０ ９資本金
３ ５ ， ５ ０ ９政府出資金

△２２６資本剰余金
２ ， ５ ５ ６資本剰余金

△２，７ ８ ２損益外減価償却累計額等
３ ７ ９利益剰余金

－その他の純資産

３ ５ ， ６ ６ ２純資産合計

３ ９ ， ２ １ ８ ３ ９ ， ２ １ ８資産合計 負債純資産合計

損益計算書２．

金額

５ ， ４ ３ ８経常費用（A）

５ ， ２ ９ ４業務費
７ ５ ２教育経費
２ １ ４研究経費

－診療経費
１ １ ９教育研究支援経費

４ ， １ ９ ０人件費
１ ９その他

１ ３ ９一般管理費
４財務費用
１雑損

５ ， ６ ２ ４経常収益(B)

３ ， ９ ６ ８運営費交付金収益
１ ， １ ４ ４学生納付金収益

－附属病院収益
１ ３ ３寄附金収益
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２ ３ ５施設費収益
４ ３補助金等収益

１ ０ １その他の収益

△１３４臨時損益(C)

５ １目的積立金取崩額(D)

１ ０ ３当期総利益（当期総損失 （B-A+C+D））

キャッシュ・フロー計算書３．

金額

１ ７ ２Ⅰ業務活動によるキャッシュ・フロー(A)

△４，０ ８ １人件費支出
△１，０ ２ ７その他の業務支出

３ ， ９ ２ ２運営費交付金収入
１ ， １ ３ ６学生納付金収入

－附属病院収入
２ ２ ２その他の業務収入

５ ３ ５Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー(B)

△８６Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー(C)

－Ⅳ資金に係る換算差額(D)

６ ２ １Ⅴ資金増加額（又は減少額 （E=A+B+C+D））

１ ， ６ ７ ６Ⅵ資金期首残高(F)

２ ， ２ ９ ７Ⅶ資金期末残高（G=F+E）

国立大学法人等業務実施コスト計算書４．

金額

４ ， ２ ２ ４Ⅰ業務費用

５ ， ５ ７ ２損益計算書上の費用
△１，３ ４ ８（控除）自己収入等

（その他の国立大学法人等業務実施コスト）
５ １ ０Ⅱ損益外減価償却相当額

２Ⅲ損益外減損損失相当額
△６Ⅳ引当外賞与増加見積額

△７０Ⅴ引当外退職給付増加見積額
４ ６ ０Ⅵ機会費用

０Ⅶ（控除）国庫納付額

５ ， １ ２ ０Ⅷ国立大学法人等業務実施コスト
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５．財務情報
(1) 財務諸表の概況

① 主要な財務データの分析（内訳・増減理由）
ア．貸借対照表関係

（資産合計）
平成１９年度末現在の資産合計は前年度比 1,691百万円（ 4.5％ （以下、特）

に断らない限り前年度比・合計）増の39,218百万円となっている。
主 な 増 加 要 因 と し て 、 建 物 勘 定 が 、 施 設 整 備 費 補 助 金 に よ る 耐 震 改 修 工 事

の実 施 に伴 い 、 1,455百 万 円（ 21.1％）増 の 8,358百万 円となった こと、その
支払 財 源等 と して の 期末 預 金残 高 が 621百万 円 （ 36.0％ ）増 の 2,347百万円と
なったことが挙げられる。

ま た 、 主 な 減 少 要 因 と し て は 、 建 物 の 減 価 償 却 等 に よ り 、 建 物 減 価 償 却 累
計額が△395百万円（22.6％）増の△2,138百万円となったことが挙げられる。

（負債合計）
平 成 １ ９ 年 度 末 現 在 の 負 債 合 計 は 620百 万 円 （ 21.1％ ） 増 の 3,556百 万 円と

な っ て い る 。 主 な 増 加 要 因 と し て は 、 期 末 未 払 金 残 高 が 、 耐 震 改 修 工 事 の 実
施に伴い、619百万円（65.5％）増の1,565百万円となったことが挙げられる。

また、主な減少要因としては、運営費交付金債務が、退職者の増加により、
50百万円（14.2％）減の299百万円となったことが挙げられる。

（純資産合計）
平 成 １ ９ 年 度 末 現 在 の 純 資 産 合 計 は 1,071百 万円 （ 3.1％ ）増 の 35,662百万

円 と な っ て い る 。 主 な 増 加 要 因 と し て は 、 資 本 剰 余 金 の う ち 、 施 設 整 備 費 補
助金により取得した資産に相当する額が 1,528百万円（ 149.6％）増の 2,549百
万円となったことが挙げられる。

ま た 、 主 な 減 少 要 因 と し て は 、 資 本 剰 余 金 の う ち 、 損 益 外 減 価 償 却 等 の 見
合い に 相当 す る額 が △ 470百 万円 （ 20.3％ ）増 の △ 2,782百 万円と なったこと
が挙げられる。

イ．損益計算書関係

（経常費用）
平成１９年度の経常費用は 303百万円（ 5.9％）増の 5,438百万円となってい

る 。 主 な 増 加 要 因 と し て は 、 教 育 経 費 が 、 耐 震 改 修 工 事 に 伴 う 教 育 施 設 修 繕
費 の 増 に よ り 、 122百 万 円（ 19.4％） 増 の 752百万 円 とな っ たこ と 、教 員 人件
費が、退職教員の増加等により、 130百万円（ 4.1％）増の 3,330百万円となっ
たことが挙げられる。

ま た 、 主 な 減 少 要 因 と し て は 、 職 員 人 件 費 が 、 退 職 職 員 の 減 に よ り 、 11百
万円（1.4％）減の787百万円となったことが挙げられる。

（経常収益）
平成１９年度の経常収益は 326百万円（ 6.1％）増の 5,624百万円となってい

る 。 主 な 増 加 要 因 と し て は 、 施 設 費 収 益 が 、 耐 震 改 修 工 事 の 実 施 に 伴 う 費 用
の増に見合う額として、 172百万円（ 276.4％）増の 235百万円となったこと、
運営 費交付金収 益が、退職者 の増加等に 伴い、 99百万円（ 2.6％ ）増の 3,968
百万円となったことが挙げられる。

また、主な減少要因としては、寄附金収益が、寄附金執行額の減により、
10百万円（7.1％）減の133百万円となったことが挙げられる。

（当期総損益）
上記経常損益の状況及び臨時損失として固定資産除却損 134百万円、目的積

立 金 を 使 用 し た こ と に よ る 目 的 積 立 金 取 崩 額 51百 万 円 を 計 上 し た 結 果 、 平 成
１９年度の当期総利益は14百万円（15.1％）増の103百万円となっている。

ウ．キャッシュ・フロー計算書関係

（業務活動によるキャッシュ・フロー）
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平成１９年度の業務活動によるキャッシュ・フローは 341百万円（ 66.5％）
減の172百万円となっている。

主な増加要因としては、学生納付金収入のうち入学金収入が 14百万円（ 9.9
％）増の151百万円となったことが挙げられる。

主な減少要因としては、運営費交付金収入が 207百万円（ 5.0％）減の 3,922
百万 円となった こと、その他 の業務支出 が△ 118百万円 （ 70.7％）増の△ 285
百万円となったことが挙げられる。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）
平成１９年度の投資活動によるキャッシュ・フローは 166百万円（ 45.1％）

増の535百万円となっている。
主な増加要因としては、施設費による収入が 1,158百万円（ 193.3％）増の

1,757百万円となったことが挙げられる。
主 な 減 少 要 因 と し て は 、 有 形 固 定 資 産 の 取 得 に よ る支 出 が△ 997百万 円

（433.5％）増の△1,227百万円となったことが挙げられる。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）
平 成 １ ９ 年 度 の 財 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー は 16百 万 円 （ 22.9％ ）

減の△86百万円となっている。
主 な 減 少 要 因 と し て は 、 リ ー ス 債 務 の 返 済 に よ る 支出 が △ 16百万 円 （ 23.6

％）増の△81百万円となったことが挙げられる。

エ．国立大学法人等業務実施コスト計算書関係

（国立大学法人等業務実施コスト）
平成１９年度の国立大学法人等業務実施コストは 512百万円（ 9.1％）減の

5,120百万円となっている。
主 な 増 加 要 因 と し て は 、 施 設 整 備 費 を 財 源 と す る 耐 震 改 修 工 事 に 伴 う 修 繕

費の 増 及び 、 退職 者 の増 に 伴う 退 職手 当 の増 に より 、 業務 費 用が 319百 万 円
（8.2％）増の4,224百万円となったことが挙げられる。

ま た 、 主 な 減 少 要 因 と し て は 、 退 職 者 の 増 に 伴 い 、 引 当 外 退 職 給 付 増 加 見
積額が492百万円（116.7％）減の△70百万円となったことが挙げられる。

主要財務データの経年 （単位：百万円）(表 ) 表

区分 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 備考

３ ６ ， ９ ５ ６ ３ ６ ， ８ ６ ９ ３ ７ ， ５ ２ ７ ３ ９ ， ２ １ ８資産合計

注１負債合計 １ ， ９ ４ ２ ２ ， １ ７ ７ ２ ， ９ ３ ６ ３ ， ５ ５ ６

３ ５ ， ０ １ ４ ３ ４ ， ６ ９ ２ ３ ４ ， ５ ９ １ ３ ５ ， ６ ６ ２純資産合計

５ ， １ ５ ０ ５ ， ０ ８ ０ ５ ， １ ３ ５ ５ ， ４ ３ ８経常費用

５ ， ３ １ ０ ５ ， ２ ２ ０ ５ ， ２ ９ ８ ５ ， ６ ２ ４経常収益

注２臨時損失 ２ ６ ４ ４ ４ ７ ３ １ ３ ４

２ ６ １ ３ － ０臨時利益

－ － － ５１目的積立金取崩益

１ ５ ７ ９ ９ ９ ０ １ ０ ３当期総損益

注３業務活動によるキャッシュ ・フロー ８ ４ ３ ２ ３ ７ ５ １ ３ １ ７ ２

注４投資活動によるキャッシュ ・フロー ４ ９ △９８ ３ ６ ９ ５ ３ ５

注５財務活動によるキャッシュ ・フロー △８６ △８１ △７ ０ △８６

８ ０ ６ ８ ６ ４ １ ， ６ ７ ６ ２ ， ２ ９ ７資金期末残高

５ ， ４ ５ ６ ５ ， ４ ９ ２ ５ ， ６ ３ ２ ５ ， １ ２ ０国立大学法人等業務実施コスト

（内訳）

３ ， ９ １ ４ ３ ， ８ ３ １ ３ ， ９ ０ ５ ４ ， ２ ２ ４業務費用

５ ， １ ６ ５ ５ ， １ ２ ３ ５ ， ２ ０ ８ ５ ， ５ ７ ２うち損益計算書上の費用

△１，２ ５ １ △１， ２ ９ ２ △１， ３ ０ ３ △１， ３ ４ ８うち自己収入

８ ０ ２ ７ ９ ５ ７ ２ ０ ５ １ ０損益外減価償却相当額

－ － ０ ２損益外減損損失相当額

－ － － △６引当外賞与増加見積額

注６引当外退職給付増加見積額 ２ ６ ９ ２ ３ １ ４ ２ ２ △７０
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注７機会費用 ４ ７ １ ６ ３ ５ ５ ８ ５ ４ ６ ０

－ － － ０（控除）国庫納付額

注記（対前年度比で大幅な増減がある項目について、その主な理由）

注１．期末に竣工した耐震改修工事に係る未払金の増。

注２．耐震改修工事に伴う固定資産撤去費の増。

注３．運営費交付金収入の減及び耐震改修工事に伴う業務支出の増。

注４．施設費による収入の増及び固定資産取得支出の増。

注５．新規に取得したファイナンス・リース資産の債務返済の増。

注６．当期退職者の増による減。

注７．政府出資等の機会費用の算定に用いる新発１０年国債の利率の変動による減。

② セグメントの経年比較・分析

開示すべきセグメント情報が一つのため記載を省略する。

③ 目的積立金の申請状況及び使用内訳等
当 期 総利 益 103,167,830円の う ち、 中期計画 の剰余金の 使途におい て定めた教

育研究の 質の向上に 充てるため 、 103,167,830円 を目的積立金として申請してい
る。

平成１９年度においては、教育研究振興・組織運営改善目的積立金の目的に充
てるため、69,590,208円を使用した。

(2) 施設等に係る投資等の状況（重要なもの）
① 当事業年度中に完成した主要施設等

新設については該当なし。
耐震改修工事に伴う校舎等の補強については、以下のとおり。

・藤森学舎１号館Ｂ棟ほか （当事業年度増加額 百万円）1,003
・附属京都中学校特別教室棟ほか （当事業年度増加額 百万円）525

② 当事業年度において継続中の主要施設等の新設・拡充
該当なし。

③ 当事業年度中に処分した主要施設等
久美浜フィールドステーションの除却
（取得価格49百万円、減価償却累計額33百万円、除却額1.5百万円）

④ 当事業年度において担保に供した施設等
該当なし。

(3) 予算・決算の概況
以下の予算・決算は、国立大学法人等の運営状況について、国のベースにて表示

しているものである。
（単位：百万円）

区分 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度

予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算

５，２８６ ５，４０２ ５，４７６ ５，６６３ ５，９７０ ６，０６０ ７，０４９ ７，０９９収入

４，１０３ ４，１０３ ３．８３８ ３，８３８ ４．１２９ ４，１２９ ３，９２２ ３，９２２運営費交付金収入

２５ １４８ ４２８ ５０１ ６２１ ６４７ １，７８９ １，８０１補助金等収入

１，０６６ １，０２３ １，１１１ １，１３２ １，１０５ １，１２７ １，１０４ １，１３１学生納付金収入

－ － － － － － － －附属病院収入

９２ １２８ ９９ １９２ １１５ １５７ １５７ １７５その他収入

－ － － － － － ７７ ７０目的積立金取崩

５，２８６ ５，２８６ ５，４７６ ５，４７７ ５，９７０ ５，７２４ ７，０４９ ７，０４７支出

４，４０４ ４，１８４ ４，２４５ ４，０４３ ４，３３６ ４，１４５ ４，３６７ ４，３７１教育研究経費

－ － － － － － － －診療経費
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７９０ ８５４ ７２９ ８０８ ９２２ ７７４ ７６９ ７２５一般管理費

９２ ２４８ ５０２ ６２６ ７１２ ８０５ １，９１３ １，９５１その他支出

０ １１６ ０ １８６ ０ ３３６ ０ ５２収入－支出

「Ⅳ 事業の実施状況」

( ) 財源構造の概略等1
5,624 3,968 70.6当法人の経常収益は 百万円で その内訳は 運営費交付金収益 百万円、 、 （

％（対経常収益比、以下同じ 、授業料収益 百万円（ ％ 、施設費収益 百。）） ）951 16.9 235
万円（ ％ 、その他 百万円（ ％）となっている。4.2 470 8.3）

今年度の財源的特徴として、藤森学舎及び附属学校の耐震改修工事を行うため、施設
整備費補助金 百万円の交付を受けたことが挙げられる。財務諸表の概況（Ｐ７～1,732
Ｐ８参照）で報告のとおり、当該工事の実施が、今年度の財務諸表へ大きく影響を与え
る結果となった。

( ) 財務データ等と関連付けた事業説明2

（以下について、当法人は開示すべきセグメントが一つのため、セグメント区分に代わ
る事業単位として、大学部門・附属学校部門別に事業説明を行う ）。

ア．大学部門
大学部門は、事務局、教育学部、大学院教育学研究科、特別支援教育特別専攻科、附属

図書館及び各センター（組織図Ｐ３参照）により構成されており、その目的は、学芸につ
いての深い研究と指導とをなし，教養高き人としての知識，情操，態度を養い，併せて教
育者として必要な能力を得させることである。

平成１９年度における年度計画に定めた特別事業として、校舎耐震改修工事の実施、附
属特別支援学校との連携による特別支援教育臨床実践センターの立ち上げ、連合教職大学
院の設置準備等を行い、教育研究活動の基盤整備や、地域社会のニーズに応えるための組
織改革及び設備の充実に取り組んだ。

また、前年度から継続して実施している、附属京都中学校との連携による食教育プログ
ラム開発事業や、現職教員のサポートを目指す教育支援ネットワーク開発事業について、
その総括を行った。

なお、各特別事業に関連する損益は以下のとおりである。

○校舎耐震改修工事
教育経費 百万円、研究経費 百万円、一般管理費 百万円、臨時損失 百万円、施46 43 8 72

設費収益 百万円169

○特別支援教育臨床実践センターの設置（附属学校部門分も含む）
教育経費 百万円、研究経費 百万円、教員人件費 百万円、運営費交付金収益 百13 14 2 22

万円、授業料収益 百万円7

○連合教職大学院の設置準備
教育経費 百万円、研究経費 百万円、一般管理費等 百万円、補助金等収益 百万5 28 2 20

円、目的積立金取崩 百万円15

○食教育プログラム開発（附属学校部門分も含む）
教育経費 百万円、研究経費等 百万円、運営費交付金収益 百万円、授業料収益 百7 1 7 1

万円

○教育支援ネットワーク開発
研究経費 百万円、職員人件費 百万円、運営費交付金収益 百万円、授業料収益 百8 2 9 1

万円
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イ．附属学校部門
附属学校部門は、附属学校事務部及び各附属学校（組織図及び学生の状況Ｐ３参照）に

より構成されており、その目的は、児童、生徒又は幼児に対して、学校教育法に定めると
ころにより、教育又は保育を行うとともに、本学における児童、生徒又は幼児の教育又は
保育に関する研究に協力し、本学の計画に従い、学生の教育実習の実施に当たることであ
る。

平成１９年度における特別事業として、校舎等耐震改修工事、特別支援教育臨床実践セ
ンターの立ち上げ（附属特別支援学校と大学との連携事業 、食教育プログラム開発事業）
（附属京都中学校と大学との連携事業）を実施し、教育基盤の整備を行いつつ、大学で考
案された教育プログラムの実践検証の場としての役割を果たした。

、 、 、 、なお 校舎等耐震改修工事に関連する損益は 教育経費 百万円 臨時損失 百万円24 38
施設費収益 百万円である。62

また、その他の事業として、附属京都小学校・附属京都中学校においては、文部科学省
よりの受託事業「小中一貫教育研究開発」を、附属幼稚園・附属桃山小学校・附属桃山中

、 「 」学校においては 本学学長裁量プロジェクト経費による 学びの基礎力育成プロジェクト
「自己学習力育成プロジェクト」などの研究プロジェクトを、附属高等学校においては、
文部科学省からＳＳＨ（スーパー・サイエンス・ハイスクール）として指定を受け、理科
・数学教育の高大連携に資するカリキュラムの開発を行うなど、各校毎の特色を活かした
教育研究活動を実施した。

( ) 課題と対処方針等3
本学は、運営費交付金の縮減に対応するため、経常的な経費の節減に努めるとともに、

受託事業費などの外部資金の獲得に努めた。経費の節減については、業務費の中で大きな
割合を占める人件費の抑制を目指し、新規採用の抑制及び後任補充者の採用時期調整など
を実施し、その結果、退職手当を除く常勤教職員人件費については、 百万円（ ％）41 1.2
減の 百万円となった。3,432

、 、 、 （ ）また 外部資金の獲得については 受託事業について 当初予算比 百万円 ％11 139.4
増の 百万円となり、予定を大幅に超える状況であった。科学研究費補助金間接経費収19
入についても、採択件数の増により、当初予算比 百万円（ ％）増の 百万円となっ3 28.2 12
た。一方で、寄附金については、当初予算比 百万円（ ％）減の 百万円となり、僅2 1.2 114
かに予定に満たない結果となった。

今後は、業務内容や組織体制の見直し等と連動した、さらなる人件費の抑制及び、管理
的物件費の削減に努めるとともに、外部資金、特に科学研究費補助金と寄附金について、
教員の獲得に対する取り組みの支援を重点的に行う。

また、施設・設備の整備については、引き続き緊急課題である藤森学舎の耐震改修工事
を継続して行い、安全性の確保に努める。

「Ⅴ その他事業に関する事項」
１．予算、収支計画及び資金計画

( )．予算1
参照決算報告書

(2)．収支計画
及び財務諸表（ ）参照年度計画 損益計算書

(3)．資金計画
及び財務諸表（ ）参照年度計画 キャッシュ・フロー計算書

２．短期借入れの概要

該当なし。

３．運営費交付金債務及び当期振替額の明細
（１）運営費交付金債務の増減額の明細
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（単位：百万円）

当期振替額

交付金当

交付年度 期首残高 期交付額 運営費交 資 産 見 返 運 資本 期末残高

付金収益 営費交付金 剰余金 小計

３ ４ ９ － ３４ ９ － － ３４９ －１８年度

－ ３，９ ２ ２ ３ ， ６ １ ９ ４ － ３， ６ ２ ３ ２ ９ ９１９年度

（２）運営費交付金債務の当期振替額の明細
①平成１８年度交付分

（単位：百万円）

区 分 金 額 内 訳

業務達成基準による振替額 該当なし－

期間進行基準による振替額 該当なし－

費 用 進 行 基 運営費交付金収益 ①費用進行基準を採用した事業等：退職手当３ ４ ９

準 に よ る 振 ②当該業務に係る損益等

替額 資産見返運営費交付金 ｱ)損益計算書に計上した費用の額：－

(教員人件費： 、職員人件費： )３ ３ ２ １ ７

－ ０資本剰余金 ｲ)自己収入に係る収益計上額：

０ｳ)固定資産の取得額：

③運営費交付金の振替額の積算根拠

計 業 務 進 行 に 伴 い 支 出 し た 運 営 費 交 付 金 債 務 ３ ４ ９３ ４ ９

百万円を収益化。

国 立 大 学 法 人 会 計 基 準 第 77第 ３ 項 に 該当なし－

よる振替額

３ ４ ９合計

② １９年度交付分
（単位：百万円）

区 分 金 額 内 訳

業 務 達 成 基 運 営 費 交 付 ① 業 務 達 成 基 準 を 採 用 し た 事 業 等 ： 食 教 育 体 系 化 の た め の シ ス テ４ １

準 に よ る 振 金収益 ム 構 築 事 業 、 教 育 支 援 ネ ッ ト ワ ー ク 開 発 事 業 、 特 別 支 援 教 育 臨 床

替額 実 践 セ ン タ ー 事 業 、 国 費 留 学 生 支 援 事 業 、 再 チ ャ レ ン ジ 支 援 事 業

資 産 見 返 運 （授業料減免相当分）４

営費交付金 ②当該業務に係る損益等

４ １ｱ)損益計算書に計上した費用の額：

資本剰余金 (研究経費： 、教育経費： 、その他の経費： )－ ２１ １ ６ ４

１ １ｲ)自己収入に係る収益計上額：

４ｳ)固定資産の取得額：

計 ③運営費交付金収益化額の積算根拠４ ５

食 教 育 事 業 、 教 育 支 援 ネ ッ ト ワ ー ク 事 業 に つ い て は 、 計 画 に 対

す る 達 成 率 が １ ０ ０ ％ で あ っ た た め 、 当 該 業 務 に 係 る 運 営 費 交 付

金債務を全額収益化。

特 別 支 援 教 育 臨 床 実 践 セ ン タ ー 事 業 に つ い て は 、 担 当 専 任 教 員

の 採 用 が 遅 れ た こ と 等 に よ り 、 業 務 の 達 成 率 が ８ ８ ％ と な っ た た

め、相当する運営費交付金債務２５百万円を収益化。

国 費 留 学 生 支 援 事 業 に つ い て は 、 予 定 し た 在 籍 者 数 に 満 た な か
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ったため、当該未達分を除いた額４４万円を収益化。

再 チ ャ レ ン ジ 支 援 事 業 に つ い て は 、 授 業 料 減 免 相 当 額 に 応 じ て

３百万円を収益化。

期 間 進 行 基 運 営 費 交 付 ① 費 用 進 行 基 準 を 採 用 し た 事 業 等 ： 業 務 達 成 基 準 及 び 費 用 進 行 基３ ， ５ １ ０

準 に よ る 振 金収益 準を採用した業務以外の全ての業務

替額 ②当該業務に係る損益等

－ ３，５ １ ０資 産 見 返 運 ｱ)損益計算書に計上した費用の額：

営費交付金 (教員人件費： 、その他の経費： )２ ， ７ ７ ６ ７ ３ ４

０ｲ)自己収入に係る収益計上額：

－ ０資本剰余金 ｳ)固定資産の取得額：

③運営費交付金収益化額の積算根拠

学 生 収 容 定 員 が 一 定 数 （ ８ ５ ％ ） を 満 た し て い た た め 、 期 間 進

計 行業務に係る運営費交付金債務を全額収益化。３ ， ５ １ ０

費 用 進 行 基 運 営 費 交 付 ①費用進行基準を採用した事業等：退職手当、その他６ ８

準 に よ る 振 金収益 ②当該業務に係る損益等

６ ８替額 ｱ)損益計算書に計上した費用の額：

資 産 見 返 運 (職員人件費： 教員人件費： 教育経費： )－ ４２、 １ ９ 、 ７

０営費交付金 ｲ)自己収入に係る収益計上額：

０ｳ)固定資産の取得額：

資本剰余金 ③運営費交付金収益化額の積算根拠－

。業務進行に伴い支出した運営費交付金債務６８百万円を収益化

６ ８計

国立大学法人会 計基準第 該当なし－

77第３項による振替額

３ ， ６ ２ ３合計

（３）運営費交付金債務残高の明細
（単位：百万円）

交付年度 運営費交付金債務残高 残高の発生理由及び収益化等の計画

１９年度 業 務 達 成 基 準 特別支援教育臨床実践センター事業１ １

を 採 用 し た 業 ・当該業務について、専任教員の採用が当初予定より遅れたこと

務に係る分 により、計画に対する達成率が８８％となり、１２％相当額を債

務として翌事業年度に繰越したもの（3,380千円 。）

・当該業務については、翌事業年度において計画どおりの成果を

達成できる見込であり、当該債務は、翌事業年度で収益化する予

定である。

国費留学生経費

・国費留学生経費について、学部留学生（正規生）区分における

在籍者が予定数に達しなかったため、その未達分を債務として繰

越したもの（9千円 。）

・当該債務は、翌事業年度において使用の方途がないため、中期

目標期間終了時に国庫返納する予定である。

再チャレンジ支援事業（授業料減免相当分）

・減免対象者が予定数に達しなかったため、その未達分を債務と

して繰越したもの（7,503千円 。）

・当該業務については、翌事業年度において計画どおりの成果を

達成できる見込であり、当該債務は、翌事業年度で収益化する予

定である。

期 間 進 行 基 準
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を 採 用 し た 業 該当なし－

務に係る分

費 用 進 行 基 準 退職手当

を 採 用 し た 業 ・退職手当の執行残であり、翌事業年度以降に使用する予定。２ ８ ８

務に係る分

２ ９ ９計
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（別紙）

■財務諸表の科目

１．貸借対照表

有形固定資産：土地、建物、構築物等、国立大学法人等が長期にわたって使用す

る有形の固定資産。

減損損失累計額：減損処理（固定資産の使用実績が、取得時に想定した使用計画

に比して著しく低下し、回復の見込みがないと認められる場合等に、当該固定資産

の価額を回収可能サービス価額まで減少させる会計処理）により資産の価額を減少

させた累計額。

減価償却累計額等：減価償却累計額及び減損損失累計額。

その他の有形固定資産：図書、工具器具備品、車両運搬具等が該当。

そ の他の固定資 産：無形固 定資産（特 許権等 、投資その 他の資産（ 投資有価証）

券等）が該当。

現金及び預金：現金(通貨及び小切手等の通貨代用証券)と預金（普通預金、当座預金

及び一年以内に満期又は償還日が訪れる定期預金等）の合計額。

その他の流動資産：未収附属病院収入、未収学生納付金収入、医薬品及び診療材料、

たな卸資産等が該当。

資産見返負債：運営費交付金等により償却資産を取得した場合、当該償却資産の貸借

対照表計上額と同額を運営費交付金債務等から資産見返負債に振り替える。計上された

資産見返負債については、当該償却資産の減価償却を行う都度、それと同額を資産見返

負債から資産見返戻入（収益科目）に振り替える。

センター債務負担金：旧国立学校特別会計から独立行政法人国立大学財務・経営

センターが承継した財政融資資金借入金で、国立大学法人等が債務を負担すること

とされた相当額。

長期借入金等：事業資金の調達のため国立大学法人等が借り入れた長期借入金、

PFI債務、長期リース債務等が該当。

引当金：将来の特定の費用又は損失を当期の費用又は損失として見越し計上する

もの。退職給付引当金等が該当。

運営費交付金債務：国から交付された運営費交付金の未使用相当額。

政府出資金：国からの出資相当額。

資 本 剰 余 金 ： 国 か ら 交 付 さ れ た 施 設 費 等 に よ り 取 得 し た 資 産 (建 物 等 )等 の 相 当

額。

利益剰余金：国立大学法人等の業務に関連して発生した剰余金の累計額。

繰越欠損金：国立大学法人等の業務に関連して発生した欠損金の累計額。

２．損益計算書

業務費：国立大学法人等の業務に要した経費。

教 育 経 費 ： 国 立 大 学 法 人 等 の 業 務 と し て 学 生 等 に 対 し 行 わ れ る 教 育 に 要 し た 経

費。

研究経費：国立大学法人等の業務として行われる研究に要した経費。

診療経費：国立大学附属病院における診療報酬の獲得が予定される行為に要した

経費。

教育研究支援経費：附属図書館、大型計算機センター等の特定の学部等に所属せず、

法人全体の教育及び研究の双方を支援するために設置されている施設又は組織であって

学生及び教員の双方が利用するものの運営に要する経費

人件費：国立大学法人等の役員及び教職員の給与、賞与、法定福利費等の経費。

一般管理費：国立大学法人等の管理その他の業務を行うために要した経費。

財務費用：支払利息等。

運営費交付金収益：運営費交付金のうち、当期の収益として認識した相当額。

学生納付金収益：授業料収益、入学料収益、入学検定料収益の合計額。

その他の収益：受託研究等収益、寄附金等収益、補助金等収益等。
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臨時損益：固定資産の売却（除却）損益、災害損失等。

目的積立金取崩額：目的積立金とは、前事業年度以前における剰余金（当期総利

） 、 、益 のうち 特に教育研究の質の向上に充てることを承認された額のことであるが

それから取り崩しを行った額。

３．キャッシュ・フロー計算書

業務活動によるキャッシュ・フロー：原材料、商品又はサービスの購入による支

出、人件費支出及び運営費交付金収入等の、国立大学法人等の通常の業務の実施に

係る資金の収支状況を表す。

投資活動によるキャッシュ・フロー：固定資産や有価証券の取得・売却等による

収入・支出等の将来に向けた運営基盤の確立のために行われる投資活動に係る資金

の収支状況を表す。

財務活動によるキャッシュ・フロー：増減資による資金の収入・支出、債券の発

行・償還及び借入れ・返済による収入・支出等、資金の調達及び返済等に係る資金

の収支状況を表す。

資金に係る換算差額：外貨建て取引を円換算した場合の差額相当額。

４．国立大学法人等業務実施コスト計算書

国立大学法人等業務実施コスト：国立大学法人等の業務運営に関し、現在又は将来の

税財源により負担すべきコスト。

損益計算書上の費用：国立大学法人等の業務実施コストのうち、損益計算書上の

費用から学生納付金等の自己収入を控除した相当額。

損益外減価償却相当額：講堂や実験棟等、当該施設の使用により一般に収益の獲

得が予定されない資産の減価償却費相当額。

損益外減損損失相当額：国立大学法人等が中期計画等で想定した業務を行ったに

もかかわらず生じた減損損失相当額。

引当外賞与増加見積額：支払財源が運営費交付金であることが明らかと認められ

る場合の賞与引当金相当額の増加見積相当額。前事業年度との差額として計上（当

事業年度における引当外賞与引当金見積額の総額は、貸借対照表に注記 。）

引当外退職給付増加見積額：財源措置が運営費交付金により行われることが明ら

かと認められる場合の退職給付引当金増加見積額。前事業年度との差額として計上

（当 事業年度における引当外退職給付引当金見積額の総額は貸借対照表に注記 。）

機会費用：国又は地方公共団体の財産を無償又は減額された使用料により賃貸し

た場合の本来負担すべき金額等。


